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平成21年11月1日～平成22年3月31日

当社では、「自然環境との調和」と「社会福祉の向上」の支援を目指して、
環境に配慮した建築物や福祉施設及び地域活性に役立つ建築物の建設向上に貢献
する為に確認申請手数料の割引を行います。

・対象建築物
１．バリアフリー法の特別特定建築物（床面積2,000㎡以上）
２．住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金を受けた建築物
３．エレベーター付き住宅建築物（建築物とエレベーターを当社に申請していただいた場合）

・優遇価格
１．バリアフリー法の特別特定建築物　確認申請定価より50%引き。（下記手数料表参照）
２．住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金を受けた建築物　確認申請定価より3,000円引き。
３．エレベーター付き住宅建築物　 確認申請定価より3,000円引き。

＜建築物＞ 単位：円

区分 床面積合計
確認申請
＜定価＞

バリアフリー法の
特別特定建築物

＜50%引き＞

４号建築物 １００㎡　以下 18,000 -
及び ２００㎡　以下 24,000 -

型式適合認定建築物 ５００㎡　以下 38,000 -
１００㎡　以下 55,000 -
２００㎡　以下 60,000 -
５００㎡　以下 70,000 -

１，０００㎡　以下 80,000 -
２，０００㎡　以下 120,000 -
２，０００㎡         120,000 60,000
３，０００㎡　以下 180,000 90,000
４，０００㎡　以下 220,000 110,000
５，０００㎡　以下 260,000 130,000
６，０００㎡　以下 300,000 150,000
７，０００㎡　以下 320,000 160,000
８，０００㎡　以下 340,000 170,000

１０，０００㎡　以下 360,000 180,000

注） ・バリアフリー法（通称）：「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」

・「住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金」：経済産業省が定めた住宅用太陽光発電導入支援
　一般財団法人太陽光発電協会/太陽光発電普及拡大センター（J-PEC)が募集を行うものです。
　応募後の審査により、交付決定通知書が発行されますので、交付決定通知書を添付いただいた
　場合、割引させていただきます。
　　　　　　　　　　　　　（詳しくは、J-PECのホームページをご参照下さい。 http://www.j-pec.or.jp ）

・計画変更の割引はありません。また、その他の手数料等は一般の手数料表をご参照ください。

※割引き方法

確認申請受付時にお申し出いただければ、確認申請料から差し引きいたします。
また、「住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金」の交付決定通知書の添付が確認申請受付時に
間に合わない場合は、中間検査または完了検査申請料から差し引きいたします。

確認検査手数料表（全業務区域）

環境や高齢者・障害者に配慮した建築物に対する確認申請手数料の優遇

その他

http://www.j-pec.or.jp/�
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